
○
経
済
産
業
省
令
第
八
十
六
号

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
電
気
事

業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

電
気
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
発
電
事
業
の
届
出
）

（
発
電
事
業
の
届
出)

第
四
十
五
条
の
十
九

［
略
］

第
四
十
五
条
の
十
九

［
略
］

２

法
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

２

法
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

特
定
発
電
用
電
気
工
作
物
ご
と
の
接
続
最
大
電
力

二

特
定
発
電
用
電
気
工
作
物
ご
と
の
接
続
最
大
電
力

、
出
力
、
燃
料
の
種
類
（
火
力
（
地
熱
及
び
冷
熱
を

及
び
出
力

除
く
。
）
を
原
動
力
と
し
て
電
気
を
発
生
す
る
た
め

に
施
設
す
る
電
気
工
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

及
び
運
転
開
始
の
予
定
年
月
日



三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

３

［
略
］

３

［
略
］

４

法
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令

［
新
設
］

で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

発
電
事
業
の
用
に
供
す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物

の
出
力
を
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
減
少
す
る
変
更

九
月
前
の
日

二

前
号
以
外
の
場
合

十
日
前
の
日

５

法
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

［
新
設
］

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
一
の
十
八
の

発
電
事
業
変
更
届
出
書
に
変
更
の
予
定
年
月
日
を
記
載

し
、
か
つ
、
こ
れ
に
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載



し
た
書
面
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

法
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届

４

法
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
一
の
十
八
の

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
一
の
十
八
の

発
電
事
業
変
更
届
出
書
に
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を

発
電
事
業
変
更
届
出
書
に
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を

記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
並
び
に
法
人
の
解
散
）

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
並
び
に
法
人
の
解
散
）

第
四
十
五
条
の
二
十
一

［
略
］

第
四
十
五
条
の
二
十
一

［
略
］

２

法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

［
新
設
］

二
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。



一

発
電
事
業
の
用
に
供
す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物

の
出
力
の
合
計
が
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
場

合

九
月
前
の
日

二

前
号
以
外
の
場
合

十
日
前
の
日

３

［
略
］

２

［
略
］

（
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
の
額
の
承
認
）

（
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
の
額
の
承
認
）

第
四
十
五
条
の
二
十
一
の
十
二

電
気
事
業
会
計
規
則
（

第
四
十
五
条
の
二
十
一
の
十
二

電
気
事
業
会
計
規
則
（

昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の

昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
会
計
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

条
に
お
い
て
「
会
計
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
の
承

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
承

認
又
は
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

認
又
は
原
子
力
発
電
施
設
解
体
引
当
金
に
関
す
る
省
令

（
平
成
元
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
号
）
第
五
条
第
三

（
平
成
元
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
号
）
第
五
条
第
三



項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
原
子
力
発
電
事
業
者
（

項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
原
子
力
発
電
事
業
者
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
原
子
力
発
電

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
原
子
力
発
電

事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
承
認
に
係
る
原
子
力

事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
承
認
に
係
る
原
子
力

発
電
工
作
物
（
特
定
原
子
力
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核

発
電
工
作
物
（
特
定
原
子
力
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
（(

昭
和

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
の
二
第

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
施
設
を
い
う
。
）
に
係

一
項
に
規
定
す
る
特
定
原
子
力
施
設
を
い
う
。
）
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
廃
止
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め

る
も
の
を
除
く
。
）
の
廃
止
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
資
金
を
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
回
収
し
よ

に
必
要
な
資
金
を
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
回
収
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
回
収
し
よ
う
と
す
る
資
金(
以
下

う
と
す
る
と
き
は
、
回
収
し
よ
う
と
す
る
資
金
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
」

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
」

と
い
う
。)

の
額
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認

と
い
う
。
）
の
額
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

［
略
］

２

［
略
］

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
次
の

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は

各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は

、
同
項
の
承
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
同
項
の
承
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
炉
円
滑
化
負
担
金
の
額
が
、
当
該
額
の
根
拠
と

一

廃
炉
円
滑
化
負
担
金
の
額
が
、
当
該
額
の
根
拠
と

な
る
原
子
力
特
定
資
産
簿
価
（
会
計
規
則
第
二
十
八

な
る
原
子
力
特
定
資
産
簿
価
（
会
計
規
則
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
特
定
資
産
簿
価

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
特
定
資
産
簿
価

を
い
う
。
）
、
原
子
力
廃
止
関
連
仮
勘
定
簿
価
（
同

を
い
う
。
）
、
原
子
力
廃
止
関
連
仮
勘
定
簿
価
（
同

令
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
廃

令
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
廃

止
関
連
仮
勘
定
簿
価
を
い
う
。
）
、
原
子
力
廃
止
関

止
関
連
仮
勘
定
簿
価
を
い
う
。
）
、
原
子
力
廃
止
関

連
費
用
相
当
額
（
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力
廃
止
関

連
費
用
相
当
額
（
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力
廃
止
関

連
費
用
相
当
額
を
い
う
。
）
及
び
原
子
力
発
電
施
設

連
費
用
相
当
額
を
い
う
。
）
及
び
原
子
力
発
電
施
設

解
体
引
当
金
の
要
引
当
額
（
原
子
力
発
電
施
設
解
体

解
体
引
当
金
の
要
引
当
額
（
原
子
力
発
電
施
設
解
体



引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る

引
当
金
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る

要
引
当
額
を
い
う
。
）
に
照
ら
し
、
適
正
か
つ
明
確

要
引
当
額
を
い
う
。
）
に
照
ら
し
、
適
正
か
つ
明
確

に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
一
の
十
、
様
式
第
三
十
一
の
三
の
二
、
様
式
三
十
一
の
四
、
様
式
第
三
十
一
の
十
七
及
び
様
式
第
三
十
一
の
十

八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

様式第１の 10（第４条関係） 

 

 

一般送配電事業許可申請書 

年  月  日 

 

殿 

住所 

商号 

代表者の役職氏名 

 

電気事業法第３条の規定により、次のとおり一般送配電事業の許可を受けたいので申請

します。 

    備 考 

取 締 役 の 氏 名   

主 た る 営 業 所 
名 称     

所 在 地     

そ の 他 の 営 業 所 
名 称     

所 在 地     

供給区域（都道府県郡市区町村字を記載するこ

と。） 
    

一
般
送
配
電
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物 

送
電
用
の
電
気
工
作
物 

設
置
の
場
所 

区 間     

経 由 す る 発 電 所 又 は 

変 電 所 の 名 称 
    

経過地（都道府県郡市区町

村を記載すること。） 
  

  

  

電 気 方 式     

設 置 の 方 法     

回 線 数     

周 波 数     

電 圧     

配
電
用
の 

電
気
工
作
物 

電 気 方 式     

周 波 数     

電 圧     

  

9



 

 

変
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
    

周 波 数     

出 力     

発
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
   

  

原 動 力 の 種 類  
 

  

周 波 数 
 

 

出 力 
 

 

 

蓄
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 

 
 

周 波 数   

出 力   

容 量   

備考 １ 水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を備考欄に記載すること。 

   ２ 送電線路の回線数が設計回線数と異なる場合は、設計回線数を備考欄に記載す

ること。 

   ３ 送電線路の電圧が設計電圧と異なる場合は、設計電圧を備考欄に記載すること。 

   ４ 該当事項のない欄は、省略すること。 

   ５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   

 

10



 

様式第 31の３の２（第 45条の２関係） 

 

 

配電事業許可申請書 

年  月  日 

 

殿 

住所 

商号 

代表者の役職氏名  

 

電気事業法第 27条の 12の３の規定により、次のとおり配電事業の許可を受けたいので

申請します。 

    備 考 

主 た る 営 業 所 
名 称     

所 在 地     

そ の 他 の 営 業 所 
名 称     

所 在 地     

供給区域（都道府県郡市区町村字を記載するこ

と。） 
    

配
電
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物 

送
電
用
及
び
配
電
用
の
電
気
工
作
物 

設
置
の
場
所 

区 間     

経 由 す る 発 電 所 又 は 

変 電 所 の 名 称 
    

経過地（都道府県郡市区町

村を記載すること。） 
  

  

  

電 気 方 式     

設 置 の 方 法     

回 線 数     

周 波 数     

電 圧     

変
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
    

周 波 数     

出 力     

11



 

発
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
 

  

  

原 動 力 の 種 類  

 

  

周 波 数 

 

 

出 力 

 

 

 

蓄
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 

 
 

周 波 数   

出 力   

容 量   

備考 １ 水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を備考欄に記載すること。 

   ２ 送電線路の回線数が設計回線数と異なる場合は、設計回線数を備考欄に記載す

ること。 

   ３ 送電線路の電圧が設計電圧と異なる場合は、設計電圧を備考欄に記載すること。 

   ４ 該当事項のない欄は、省略すること。 

   ５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第 31の４（第 45条の２の 28関係） 

 

特定送配電事業届出書 

年  月  日 

         殿 

住所 

氏名（名称及び代表者の氏名） 

 

電気事業法第 27条の 13第１項の規定により、次のとおり特定送配電事業を営みたいの

で届け出ます。 

    備 考 

主 た る 営 業 所 
名 称     

所 在 地     

そ の 他 の 営 業 所 
名 称     

所 在 地     

供 給 地 点     

特
定
送
配
電
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物 

送
電
用
の
電
気
工
作
物 

設
置
の
場
所 

区 間     

経由する変電所又は 

発 電 所 の 名 称 
    

経過地（都道府県郡市区

町村を記載すること。） 
  

  

  

電 気 方 式     

設 置 の 方 法     

回 線 数     

周 波 数     

電 圧     

こ う 長     

送 電 容 量     

配
電
用
の
電
気
工
作
物 

電 気 方 式     

周 波 数     

電 圧     

こ う 長     

送 電 容 量     
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変
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
  

  

  

周 波 数     

出 力     

発
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
  

  

  

原 動 力 の 種 類     

周 波 数     

出 力     

 

蓄
電
用
の 

電
気
工
作
物 

設置の場所（都道府県郡市区町村

を記載すること。） 
  

周 波 数   

出 力   

容 量   

事 業 開 始 の 予 定 年 月 日     

電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先     

託 送 供 給 の 相 手 方 及 び 内 容     

備考 １ 供給地点の欄には、都道府県郡市区町村字番地住居番号を記載すること。 

    ２ 水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を備考欄に記載すること。 

    ３ 送電線路の回線数が設計回線数と異なる場合は、設計回線数を備考欄に記載

すること。 

    ４ 送電線路の電圧が設計電圧と異なる場合は、設計電圧を備考欄に記載するこ

と。 

    ５ 該当事項のない欄は、省略すること。 

    ６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第 31 の 17（第 45 条の 19 関係） 

 

発電事業届出書 

年  月  日 

殿 

 

住所               

氏名（名称及び代表者の氏名）   

 

次のとおり発電事業を営みたいので、電気事業法第 27 条の 27 第１項の規定により届け

出ます。 

 備考 

主たる営業所 
名称  

 

所在地  

その他の営業所 
名称  

所在地  

 

発

電

所

等

の

名

称 

設置の

場所

（都道

府県市

区町村

を記載

するこ

と。） 

原動

力の

種類 

（燃

料の

種

類） 
 

周波

数 
出力 

特定

発電

用電

気工

作物

の出

力 

特定

発電

用電

気工

作物

の接

続最

大電

力 

容量 

供給

の相

手方 

供給

の内

容 

運転

開始

の予

定年

月日 

発
電
事
業
の
用
に
供
す
る 

発
電
用
の
電
気
工
作
物 

  

 

 

 

     

 

   

   

  

 

 

 

     

 

   

   

専
ら
自
己
の
消
費
の
用
に
供
す
る 

発
電
用
の
電
気
工
作
物 
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発
電
事
業
の
用
に
供
す
る 

蓄
電
用
の
電
気
工
作
物 

    

 

     

 

  

  

事業開始の予定年月日  

電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先  

備考 １ 水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を備考欄に記載すること。 

２ 一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当

該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその

内容を記載すること。 

３ 該当事項のない欄は、省略すること。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第 31 の 18（第 45 条の 19） 

 

発電事業変更届出書 

年  月  日 

殿 

 

住所               

氏名（名称及び代表者の氏名）   

 

 次のとおり届出事項を変更したい（変更した）ので、電気事業法第 27条の 27第３項（同

法第 27条の 27第４項）の規定により届け出ます。 

変更前 備考 

氏名又は名称  

 

住所  

主たる営業所 
名称  

所在地  

その他の営業所 
名称  

所在地  

 

発

電

所

の

名

称 

設置の

場所

（都道

府県市

区町村

を記載

するこ

と。） 

原動

力の

種類 

（燃

料の

種

類） 
 

周波

数 
出力 

特定

発電

用電

気工

作物

の出

力 

特定発電

用電気工

作物の接

続最大電

力 

供

給

の

相

手

方 

供給

の内

容 

運転

開始

の( 

予定) 

年月

日 

変更

の予

定年

月日 

発
電
事
業
の
用
に
供
す
る 

発
電
用
の
電
気
工
作
物 

  

 

 

 

    

  

    

    

  

 

 

 

    

  

    

    

専
ら
自
己
の
消
費
の
用
に
供

す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物 

  

 
 

 

        

  

  

 
 

 

        

  

17



 

事業開始の予定年月日  

電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先  

 

変更後 備考 

氏名又は名称  

 

住所  

主たる営業所 
名称  

所在地  

その他の営業所 
名称  

所在地  

 

発

電

所

の

名

称 

設置の

場所

（都道

府県市

区町村

を記載

するこ

と。） 

原動

力の

種類 

（燃

料の

種

類） 
 

周波

数 
出力 

特定

発電

用電

気工

作物

の出

力 

特定発電

用電気工

作物の接

続最大電

力 

供

給

の

相

手

方 

供給

の内

容 

運転

開始

の( 

予定) 

年月

日 

変更

の予

定年

月日 

発
電
事
業
の
用
に
供
す
る 

発
電
用
の
電
気
工
作
物 

  

 

 

 

    

  

    

    

  

 

 

 

    

  

    

    

専
ら
自
己
の
消
費
の
用
に
供

す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物 

  

 
 

 

        

  

  

 
 

 

        

  

事業開始の予定年月日  

電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先  

備考 １ 水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を備考欄に記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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（
電
気
関
係
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
中
「
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
関
係
報
告
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
中
「
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
十
七
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
日
）

第
四
条

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
日
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
月

を
経
過
す
る
日
と
す
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
以
後
十
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
発
電

用
の
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
改
正
法

の
施
行
の
日
以
後
に
あ
っ
て
は
、
改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定

す
る
発
電
等
用
電
気
工
作
物
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
出
力
を
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
減
少
す
る
変
更
に
つ
い
て
の
電

気
事
業
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
十
九
第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
九
月
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
四
年
十
二
月
十
四
日
」
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
以
後
十
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
発
電

用
の
電
気
工
作
物
の
出
力
の
合
計
が
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
発
電
事
業
者
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号



に
規
定
す
る
発
電
事
業
者
を
い
う
。
）
の
発
電
事
業
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業
を
い

う
。
）
の
休
止
及
び
廃
止
並
び
に
法
人
の
解
散
に
つ
い
て
の
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
九
月
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
四
年
十
二
月
十
四
日
」
と
す
る
。

第
四
条

改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
一
の
三
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
一
の
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

改
正
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
一
の
十
七
に
よ
る
届
出
書
を
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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